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１．スタッフ 

部長（兼）教授 奥山 宏臣 

その他、病院教授 5 名、准教授 2 名、講師 1 名、助教

8 名、医員 2 名、副看護部長 1 名、看護師長 3 名、副

看護師長 2名、看護師 4名、臨床工学部門技師長 1名、

事務補佐員 2 名 

（兼任含む。また、准教授、助教は特任、寄附講座を

含む。） 

 

２．発足経緯 

本院の臓器移植は、昭和 40 年に泌尿器科で第 1件目

の腎移植が行われたことに始まった。脳死下臓器移植

の再開に向けて昭和 61 年から 10 年以上にわたり精力

的に院内臓器移植体制整備を進め、社会的な活動も行

った。平成 9 年の臓器移植法制定に先立って移植実施

施設の認定作業が行われ、施設として心臓移植と腎臓

移植が承認され、その後に臓器移植法が制定された経

緯がある。その後、脳死下臓器移植としては、国内初

となる心臓、肺、心肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸と全

ての臓器の移植認定施設となった。平成 17 年までに、

脳死心臓、肺、膵臓、生体肺移植は高度先進医療に認

可され、平成 18 年 4 月から脳死心臓、心肺、肺、肝

臓、膵臓が，平成 30 年 4月から小腸移植が保険収載さ

れたのを受け、本院はこれらすべての臓器移植の移植

施設として認定され、すべての臓器の移植を実施して

いる。 

一方、造血幹細胞移植は血液・腫瘍内科、小児科を

中心に従来から精力的に進められ、国内の代表的施設

となっている。 

本院は臓器移植病院であるだけでなく臓器提供も行

う病院である。高度救命救急センターや ICU など本院

各部門からの臓器提供が行われている。 

このように本院の臓器・組織・細胞移植への貢献に

対して、平成 14 年、本院に未来医療センターが発足

し、先進医療の推進の拠点として整備が進んできた。

また、生体ドナーからの移植は、心停止および脳死ド

ナーが少ない国内の現状を考慮すれば未だ重要な医療

であり、従来から精力的に行われてきた腎移植に加え

て、肝移植および肺移植で実績を重ねた。 

かかる経緯のもと、懸案であった当部は平成 15 年度

に院内措置として立ち上がった。生体移植や心停止お

よび脳死移植待機患者の増加、移植後の管理など、役

割は大きくなってきている。同年度中には看護部の後

押しで専任のレシピエント移植コーディネーターも配

置され、平成 18 年 4 月 1 日からは臓器ごとに専任と

なり、現在は定員 6名体制で活動している。 

平成 17 年度からドナー側の院内コーディネーター

も兼任で設置され、脳死下臓器提供のシミュレーショ

ンを実施した。これまで心停止下臓器提供、および小

児からの臓器提供を含む 9 件の脳死下臓器提供を行っ

た。 

改正臓器移植法が平成 22 年 7 月 17 日に施行され、

「本人の意思が不明な時には家族の書面による承諾で

脳死下臓器提供が可能」となったため、脳死下臓器提

供件数が飛躍的に増加した。また 15 歳未満の小児か

らの脳死下臓器提供が可能となり、小さな体の小児患

者でも心臓移植や肺移植を受けられるようになった。

本院では心臓移植を実施した経験をもつ。今後、脳死

下臓器移植数もさらに増加することが予想される。 

 

３．活動内容 

脳死・心停止・生体臓器移植並びに細胞移植の推進、

安全管理、専門職教育とともに移植実施時のヘッドク

オーターとしての役割を円滑にするための集約化が求

められている。そのため以下の項目が活動内容として

あげられる。①情報網の体系化、②データベースの統

合化、③診療協力の体制化、④フォローアップのシス

テム化、⑤脳死下臓器提供および移植時の指示系統の

統一、⑥職員並びに社会への啓発活動、など。 

これらのシステムや体制を兼任教員、レシピエント

移植コーディネーター、院内コーディネーター、関連

診療部門スタッフ及び病院事務部門で集中管理、運営

していく。 

 

４．活動体制 

(1) 脳死下臓器移植 

1）平時 

・待機患者の支援：リスト(データベース)の作成・更

新。各患者の定期的把握。他施設にてフォローされ

ている場合は主治医からの医学的情報収集。本院

にてフォローされている場合は患者からの相談・

連絡窓口。本院にてフォローされている場合の外

来診察時の支援。 

・他院にて入院して待機中の患者の把握：リスト

（データベース）の作成・更新。主治医からの医学

的情報収集、主治医からの連絡窓口。 

・移植適応検討会の支援：連絡窓口。主治医への必要

書類と資料の指示。検討会へのリファー予定の主
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１．スタッフ 

部長（兼）教授 樂木 宏実 

その他、教授 3 名、准教授 2名、講師 1名、助教 1名、

看護師長 4 名、副看護師長 3 名、看護師 3名、病棟薬

剤室長 1 名、栄養管理室長 1 名、臨床心理士 3 名、医

療ソーシャルワーカー10 名、事務職員 6 名 

（兼任を含む。また、教授、准教授、助教は特任、寄

附講座を含む。） 

 

２．活動内容 

地域医療機関との連携強化及び患者サービスの充実

を目指し、平成 8 年度に地域医療推進室が設置され、

平成 13 年度に院内措置による改組を経て当部が設置

された。当部は、紹介患者診療予約受入れや逆紹介及

び医療福祉関係の相談を受け付けるコンサルテーショ

ン部門、褥瘡の予防と治療を行う褥瘡対策チーム、及

び心理相談を行う心のケアチームの 3部門からなる。 
 

３．活動体制 
(1) コンサルテーション部門 

地域の依頼医師から紹介患者情報及び希望する診療

科について当部に連絡が入ると、即時にコンピュータ

端末から希望診療科の診察日時を予約、患者の診察用

ID 番号を取得し、依頼医師に返答する。これにより、

患者の来院当日初診受付でのカルテ作成時間が短縮さ

れ、その日のうちに専門医の診察を受けることができ

る。一方、退院が近づいた患者に対して在宅療養や転

院が必要な場合に、患者家族の希望に沿いながら良質

な医療と看護を継続するため、病院資源や社会資源を

効果的に活用し、最も適切な施設の紹介や、在宅医や

訪問看護・訪問介護などの調整を行う。できるだけ良

好な QOL が維持できるように、病棟と連携を取りなが

ら看護師、ソーシャルワーカーが退院時の支援を積極

的に行っている。医療福祉に関する相談には、随時ソ

ーシャルワーカーが対応し、専門的な医事相談には医

事課のスタッフが対応している。平成 26 年度より地

域の各関係機関との連携強化を更に推進するため、地

域連携業務を重点的に行う部署を立ち上げた。 

 

(2) 褥瘡対策チーム 

現在、チームメンバー（皮膚科医 2名、薬剤師 1名、

管理栄養士 2 名、看護師 1 名）で週 1 回（木曜日）回

診を行い、褥瘡治療とともにその予防にも力をいれて

いる。 

 

(3) 心のケアチーム 

平成 17 年 10 月より、臨床心理士を中心に、医師、

看護師、ソーシャルワーカー、移植コーディネーター、

人間科学部教員、保健学科教員等の多職種チームで、

患者や家族及び医療従事者等の心の問題に対するケア

を行っている。平成 25 年度から、NICU に専任の臨床

心理士が 1名配置された。 

 

４．活動実績 

(1) コンサルテーション部門（表 1、表 2） 

他医療機関からの紹介患者受付数は平成 13 年度に

当部が発足して以来年々増加し、平成30年度は18,269

件となった（表 1）。他施設から本院への患者紹介の

69.3％が当部を通じて行われており、その割合も年々

増加している（平成 29 年度 68.8%,平成 28 年度 66%）。

平成 25 年度から予約 FAX の受付終了時間を 18 時とし

ており、近隣医師会からの要望にも対応している。 

一方、病状によりリハビリや長期療養が必要とされ

る患者には、退院時に転院先の調整や、在宅療養を希

望する患者には在宅医・訪問看護ステーションなどを

紹介する。このような逆紹介作業も当部の重要な業務

の一つであり、平成 30 年度の退院支援件数は 1,764 件

であった。専任医師・看護師・ソーシャルワーカーが

協働で支援を行っており、関わりの質・量ともにます

ます必要性が高まっている。平成 30 年度からは縮小

していた外来業務を再開した。平成 30 年度の医療福

祉相談は 1,255 件、地域連携業務は 4,489 件であり、

今後も増加が予想される。 

 

(2) 褥瘡対策チーム（表 2） 

平成 30 年度、褥瘡の院内発生件数は 85 件であり、

他院からの持込み件数は 99 件であった。ここ数年で

褥瘡の院内発生件数は低下してきており、院内での褥

瘡予防治療計画が功を奏した結果と考える。教育活動

として、スキンケアリンクナース会を実施している。 

 

(3) 心のケアチーム（表 2） 

平成 30 年度の新規依頼件数は、入院 393 件、外来 86

件であった。対象は、移植医療、がん、遺伝子医療、

NICU、神経難病などの患者や家族であり、入院や外来

の治療が円滑に進むよう、病棟、外来、関係部署、他

チームとの連携を綿密に図りながら身体治療に伴う心

理社会的問題解決のための援助を行っている。また、

遺伝子診療部におけるカウンセリングにも同席し、遺

伝病の問題に対する心理的援助も行っている。 
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治医との相談。 

・移植後退院した患者の支援：リスト(データベース)

の作成・更新。患者の状態の定期的把握、他施設に

てフォローされている場合は主治医からの医学的

情報収集。 

本院にてフォローされている場合は患者からの相

談・連絡窓口。本院にてフォローされている場合の

外来診察時の支援。 

・データベースの維持管理：院内データベースの作

成・更新。日本臓器移植ネットワークへの患者登録。

移植後のフォローアップデータの報告。 

 

2）臓器提供時 

・担当科内での支援：担当科が患者家族の意思を確

認した後、病院長の決裁を確認し、日本臓器移植ネ

ットワークに初期情報提供する。 

・脳死・心停止後の小児からの臓器提供についても、

虐待防止委員会、脳死判定委員会と連携しながら、

準備を行い、改正法に則した脳死下臓器提供を行

っている。 

・院内情報本部の設置と支援：院内で脳死下提供の

可能性があるとき本部を立ち上げる。病院長決裁

に必要な情報収集、必要書類の確認、院内関連部門

への指示と情報提供を行う。 

・日本臓器移植ネットワーク・コーディネーターの

支援：摘出実施決定までの関連部門との連絡。日本

臓器移植ネットワークによる評価の段取り、臓器

摘出手術を支援する。 

・院内コーディネーターが設置されており、ポテン

シャルドナーの対応、臓器提供の円滑化を図る。 

 

3）臓器移植実施時 

・院内情報本部の設置と支援：日本臓器移植ネット

ワークからの連絡時、移植担当科の支援体制を立

ち上げる。病院長決裁に必要な情報、書類の収集。

関連部門、部局、委員会への指示と情報提供を行う。 

・摘出チームの支援：移植担当科が用意する器具の

管理、手術室での摘出手術の支援を行う。 

・担当科の支援：関連部門、部局、委員会への指示と

情報提供。担当科の準備状況の把握を行う。 

 

(2) 生体臓器移植 

1）平時、レシピエント移植コーディネーター業務： 

脳死下移植の場合に準ずる。 

 

2）移植実施時：脳死下移植の場合に準ずる。 

 

 

５．活動実績 

(1) 造血幹細胞移植 

平成 30 年度に施行した造血幹細胞移植は、血液・腫

瘍内科、小児科を併せて、40 件であった。 

 

(2) 臓器移植 

平成 30 年度に施行した脳死下臓器移植は、心臓移植

18 件、肺移植 3 件、肝移植 4 件、膵腎同時移植 2 件、

腎移植 1 件、小腸移植 1 件であった。また、生体移植

では、肝移植 5件、腎移植 37 件であった。 

平成 30 年度末までに、心臓 114 件、心肺 3 件、肺 51

件、肝 27 件、肝腎同時 1 件、膵・膵腎同時 48 件、腎

9 件、小腸 2 件の脳死下臓器移植と 117 件の心停止下

腎移植、267 件の生体肝移植、762 件の生体腎移植、1

件の生体膵腎同時移植、11 件の生体肺移植、1 件の生

体小腸移植を実施した。 

脳死からの移植としては、平成 30 年度末までに心、

心肺、肺、膵、膵腎同時、肝、腎、肝腎同時、小腸あ

わせて 255 件実施している。 

 

６．まとめと今後の展開 

平成 15 年度に当部は発足した。本院は本邦で保険収

載されている心臓・心肺・肺・肝臓・膵臓・膵腎・腎

臓・小腸のすべての臓器移植の移植施設として認定さ

れ、すべての臓器の移植を実施している。また、造血

幹細胞移植も精力的に行っている。 

さらに 6 人の専任レシピエント移植コーディネータ

ーで、移植医療を円滑に行う体制を整えてきた。平成

17 年度にドナー院内コーディネーターを設置し、臓器

提供の体制を強化するとともに、臓器移植に関する院

内外の啓発活動をすすめてきた。移植医療における本

院の役割は提供および移植であり、上記の臓器移植に

加えて、心停止下臓器提供、および小児からの臓器提

供を含む 9 件の脳死下臓器提供を実施した。今後、さ

らに国内の移植医療推進に貢献を続ける。 

 

移植医療部

－ 117 －


